
問
佐
原
税
務
署　

☎
(54)
1
3
3
1

　

税
務
課　
　
　

☎
(50)
1
2
4
2

　

佐
原
税
務
署
で
は
次
の
と
お
り

確
定
申
告
書
作
成
会
場
を
設
置
し

ま
す
。

■
期
間　

2
月
9
日
㈪
〜
3
月
16

日
㈪（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

■
時
間　

9
時
〜
17
時　

受
付
8

時
30
分
〜

※
会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合
に

は
受
け
付
け
を
早
め
に
締
め
切
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ

く
早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い

※
確
定
申
告
書
作
成
の
た
め
に
来

署
す
る
場
合
は
、
上
記
期
間
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
2
月
6
日
㈮
以

前
は
税
理
士
に
よ
る
無
料
相
談
、

所
得
税
・
事
業
税
・
住
民
税
申
告

書
作
成
相
談
会
を
利
用
く
だ
さ
い

復
興
特
別
所
得
税
の
計
算
を

お
忘
れ
な
く

　

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分

ま
で
復
興
特
別
所
得
税
（
原
則
と

し
て
各
年
分
の
所
得
税
額
の
2
・

1
％
）
を
所
得
税
と
合
わ
せ
て
申

告
・
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
給
与
所
得
者
は
、
平
成
25
年
1

月
1
日
以
降
に
支
払
い
を
受
け
る

給
与
な
ど
か
ら
復
興
特
別
所
得
税

が
源
泉
徴
収
さ
れ
て

い
ま
す
）。

年
金
所
得
者
に
係
る

確
定
申
告
不
要
制
度

　

公
的
年
金
な
ど
の

収
入
金
額
が
4
0
0

万
円
以
下
で
、
か
つ

公
的
年
金
な
ど
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
所

佐
原
税
務
署
で
確
定
申
告
書
作
成

会
場
を
設
置

2
月
9
日
㈪
〜
3
月
16
日
㈪

得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場

合
に
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
住

民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

■
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど

が
あ
る
人

　

所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
所
得

控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
き
、
そ

の
金
額
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
税

額
か
ら
配
当
控
除
額
を
差
し
引
い

て
、
残
額
の
あ
る
人
で
す
。

■
給
与
所
得
が
あ
り
次
に
該
当
す

る
人

◇
給
与
の
収
入
金
額
が
2
0
0
0

万
円
を
超
え
る
人

◇
給
与
を
1
カ
所
か
ら
受
け
て
お

り
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
金
額

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

◇
給
与
を
2
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
お
り
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な

か
っ
た
給
与
収
入
と
給
与
所
得
以

外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
人
な
ど

事
業
所
得
者
な
ど
の

記
帳
義
務

　

平
成
26
年
1
月
か
ら
個
人
で
事

業
所
得
（
農
業
含
む
）、
不
動
産
所

得
な
ど
が
あ
る
人
は
、
記
帳
お
よ

び
原
始
記
録
な
ど
の
保
存
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
白
色
申
告
の

人
、
金
額
が
少
額
で
確
定
申
告
を

し
な
い
人
も
記
帳
な
ど
の
義
務
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
書
は
自
宅
の
パ
ソ
コ

ン
で
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

か
ら
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、「
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
に
基
づ
く
電
子
証
明
書
」
を
取

得
し
て
い
る
人
は
同
コ
ー
ナ
ー
か

ら
作
成
お
よ
び
送
信
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
ｅ
‐
T
a
x
）

叙勲受章者
瑞
宝
双
光
章

【元佐原市立
竟成小学校長】
坂本稔さん

（岩ケ崎台）

高
齢
者
叙
勲

功労に晴れの栄誉

期　日 場　所 時　間

2月2日㈪ 市役所5階大会議室 9時30分～
正午、13時～
15時30分

2月4日㈬・
5日㈭

小見川市民センター
「いぶき館」3階304研修室

■税理士による無料申告相談

期　日 場　所 時　間
2月3日㈫ 市役所5階大会議室

9時30分～
正午、13時～
15時30分

2月4日㈬ 栗源市民センター
「さつき館」2階201研修室

2月6日㈮ 小見川市民センター
「いぶき館」3階304研修室

■所得税・事業税・住民税の申告相談

問佐原税務署　☎(54)1331
　税務課　　　☎(50)1242

　

市
で
は
、
主
要
な
計
画
な
ど
を

策
定
す
る
際
に
、
そ
の
案
を
公
表

し
て
意
見
を
募
集
し
、
寄
せ
ら
れ

た
意
見
を
考
慮
し
て
意
思
決
定
を

す
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制

度
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
基
づ
き
、
次
の
意

見
募
集
を
行
い
ま
す
の
で
、
意
見

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

意
見
募
集
す
る
計
画

香
取
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・

第
6
期
介
護
保
険
事
業
計
画

計
画
の
概
要

　

こ
の
計
画
は
老
人
福
祉
法
お
よ

び
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
介
護
保
険
事
業
に
係
る
基
本

的
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
た
高
齢
者
向
け

の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
推
進
す
る
た

め
の
計
画
で
す
。

募
集
期
間

　

1
月
16
日
㈮
〜
2
月
16
日
㈪

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

 

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

　香取市スポーツ少年
団では、子どもたち
への責任ある指導と
指導方法の向上を目指
し「スポーツリーダー
兼スポーツ少年団認定
員」の指導者資格講習
会を11月15日・16日
に実施しました。
　講習会は、これから指導者を目指す人、あるいは指導を
始めて間もない人などを対象に開催され、市内から44人
のほか市外からも42人が受講するなど、会場は満員とな
り熱気あふれるものとなりました。講義は認定育成員によ
り行われ、多岐にわたる講義科目とともに、具体的な事例
や医学的・科学的なデータなど初めて聞く内容も多くあり
ました。また、受講後は検定試験も行われ、指導者として
の知識を深めることができました。
　子どもたちへのスポーツ指導は、競技指導にとどまらず、
子どもたちの健やかな成長に必要不可欠です。発育発達期
の特徴を捉えた楽しく、安全を確保した指導方法が重要で
あることが認識でき、指導者としての自覚も高まったとの
声が多く寄せられました。

スポーツ少年団認定員講習会を
実施しました

問生涯学習課　☎(50)1221

子どもたちへの指導力向上を目指し

資
料
の
公
表

　

高
齢
者
福
祉
課
、
市
役
所
お
よ

び
各
支
所
1
階
情
報
コ
ー
ナ
ー
で

閲
覧
で
き
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

提
出
方
法

　

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記

入
し
、
高
齢
者
福
祉
課
ま
で
持
参

す
る
か
、郵
送
、フ
ァ
ク
ス
、メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

用
紙
は
各
閲
覧
場
所
に
設
置
し

て
あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ

高
齢
者
福
祉
課　

〒
2
8
7
‐

8
5
0
1　

香
取
市
佐
原
ロ

2
1
2
7 

☎
(50)
1
2
0
8

 

(50)
1
3
7
9

kaigo@
city.katori.lg.jp

確定申告無料相談を開催

平成27年1月15日 行政情報3 広報かとり


